
 

 

千葉都市計画下水道の変更（千葉市決定） 

 

 

都市計画千葉市第２号公共下水道「４．その他の施設」中、高洲第２汚水中継ポンプ場

を次のように変更する。 

 

４．その他の施設 

内  訳 位    置 備 考 

高洲汚水中継ポンプ場 千葉市美浜区高洲４丁目 約 2,500㎡ 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

＜理 由＞ 

千葉市第２号公共下水道における高洲第２汚水中継ポンプ場の老朽化及び耐震性能の不

足に伴い、新たに高洲汚水中継ポンプ場として再構築することで、公衆衛生の向上と公共

用水域の水質保全に寄与するため変更するものである。 
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千葉都市計画下水道の変更について（千葉市決定）
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千葉都市計画下水道の変更について（千葉市決定）


